
定期提出書類作成・提出にあたっての留意点（公益法人向け） 

 

本資料は、定期提出書類作成・提出にあたって特にご留意いただきたい事項をまとめたも

のです。定期提出書類作成・提出にあたっては、まずは「定期提出書類の手引き」（内閣府発行

資料）をご参照いただき、本資料は補助的にご活用ください。 

 

全体 

・令和７年４月１日から新公益法人制度が開始され

たことに伴い、提出書類の一部が変更となってお

ります（令和６年度分の事業報告等に係る提出書

類は右表のとおり）。なお、右表赤枠の書類は公表

対象書類となりますので、対象書類に個人情報を

記載する場合には本人の了解を得るなど、個人情

報の適切な取扱いに留意してください 

※（オフライン様式など）一部様式に変更あるため、最新の 

様式をご使用ください 

 

・提出書類の記載事項の多くは、決算書の数値を転

記するものとなります。決算書上のどの数値を記

載すべきか「定期提出書類の手引き」（内閣府発行

資料）をご参照いただき、適切に転記いただきま

すようお願いいたします 

 

事業報告等に係る提出書 

ⓐ 年月日をシステム提出日と一致させてください 

ⓑ 提出日時点の福岡県知事の氏名を記載してください 

ⓒ 提出日時点の代表者氏名を記載してください 

 

役員名簿 

・令和６事業年度末時点の役員の情報を記載してください 

 

貸借対照表（内訳表）及びその附属明細書 

・貸借対照表の附属明細書も提出してください 

・別表 A（２）を使用している場合（収益事業等の利益の 50％超を公益目的事業に繰り入れ

ている場合）、貸借対照表内訳表も提出してください 

 

正味財産増減計算書（内訳表）及びその附属明細書 

・正味財産増減計算書の附属明細書も提出してください 

 

事業報告及びその附属明細書 

・事業報告の附属明細書も提出してください 



定期提出書類作成・提出にあたっての留意点（公益法人向け） 

 

別表 A（１）又は（２） 

ⓐ 前年度の事業報告で６欄がプラスの事業がある

場合、その剰余金の額を当該事業の経常収益計欄

（２欄）に加算 

ⓑ 前年度第二段階における剰余金のうち、事業拡大

等により解消するとした場合の剰余金相当額（２

欄で加算されている額を控除した額）は、収入(７

欄)に加算 

ⓒ 11欄及び 12欄は別表 A（３）10欄の数値を転記 

ⓓ ６欄又は 13 欄でプラスとなる場合、剰余金の発

生理由及び解消計画を詳細に記載 

※旧制度（～R6年度）で発生した剰余金は、旧制度

の取り扱いに沿って解消される必要がありますの

で、ご留意ください。 

 

別表Ｂ(５) 

・特定費用準備資金の積立又は取崩がある場合、Ⅴ欄又はⅥ欄に別表 C(5)上の積立額又は

取崩額を転記 

 

別表Ｃ(２) 

・各控除対象財産（項番１から６）の「期首

額」には、前年度の別表Ｃ(２)の各資産の

「期末額」を転記 

 

別表Ｈ(１) 

・２欄の数値は、前年度の別表Ｈ(１)の１欄の数

値を転記 

 

滞納処分に係る納税証明書・確認書 

・地方税（都道府県税及び市町村税）にあっては、納付義務がある税目について、すべての

税目に係る証明書を提出 

・国税にあっては「確認書」を提出（「滞納処分に係る納税証明書」は添付不要） 

●公益法人に求められるガバナンスについて…「公益法人の各機関の役割と責任」 

●変更認定申請・変更届出の手続きについて…「変更認定申請・変更届出の手引き」 

必要に応じご確認ください 

https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/bwgd1kvdgd.pdf
https://www.koeki-info.go.jp/activities/documents/buz1apqby5.pdf

